
○外出に係る交通費等助成のご案内○ 

               　 ～高崎市重度障害児等特別助成（外出助成）～ 

高崎市では令和８年４月１日から、重度の障害のある子ども達がテーマパークなどへ外出する際に掛か

った費用（交通費等）を助成します。 

助成を受けるためには申請が必要です。以下のとおり申請してください。 

■　助成の対象 

　　　＜助成の対象者＞ 

○対象者は、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている児童（１８歳未満）のうち、 

身体障害者手帳１級または２級および療育手帳 A 判定の認定を受けている児童とその家族が 

対象です。 

※家族の範囲は、障害児から２親等以内の親族に限ります。 

※ただし、小児慢性特定疾病医療受給者で、重症患者又は人工呼吸器装着者の認定を受けており、 

「小児慢性特定疾病児童等特別助成（外出費用に係る助成）」の対象者は、本助成の対象外と 

なります。（両方の助成制度を重複して受けることはできませんので、引き続き保健予防課へ申

請してください）。 

　　＜助成の対象となるもの＞ 

○テーマパークなど施設等の入場料金やチケット代などの実費分 

　　　○自家用車の燃料費相当分、高速道路通行料金、テーマパーク等の駐車場料金 

　　　　※自家用車の燃料費相当分：＠２５円/㎞×走行距離（往復） 

　　　○公共交通機関（電車・バス・航空機等の運賃、指定席料金を含む。）、タクシー等の 

利用にかかった実費分 

　　　　○介護タクシー等の利用にかかった実費分 

　　　　○医療スタッフ等が同行する際にかかった実費分 

　　・１年度につき１００，０００円（助成上限額）まで助成します。 

　　・障害児が同行しない家族での外出については対象になりません。 

　　　＜助成の対象外となるもの＞ 

　　　　×宿泊費用 

　　　　×飲食費用 

　　　　×テーマパ－ク等施設のグッズ類購入代金やお土産購入代金など 

　　　　×その他娯楽費用など 

 

■　助成を受けるための手続き　　  

必要書類を添付して、障害福祉課または支所市民福祉課に申請してください。 

【助成申請の必要書類】 

・高崎市重度障害児等特別助成申請書（外出助成） 

・領収書（原本）、チケットなど（原本）（外出日の記載があるもの） 

※チケット代、タクシー代、駐車場代、介護タクシーや医療スタッフ同行費用等を申請 

　する場合は、領収書やチケット等を必ず添付してください。 



　　　　※領収書やチケット等が書面で発行されない場合は、外出日や領収額等の支払いの事実がわかるメ

ールや支払い通知の画面等を保存しておいてください。 

※鉄道などの公共交通機関や高速道路料金等、利用区間により確認が可能なものは領収書 

の添付は不要です。 

・高崎市重度障害児等特別助成振込口座登録（変更）申請書（外出助成）及び通帳のコピー 

 

■　注意事項 

　　・助成の対象となる外出は、令和８年４月１日以降の外出です。 

・申請書受理後に申請内容の審査等を行うため、助成金の振込みには３ヶ月程度かかる場合があ

ります。また、振込み時には通知等が出ないため、通帳の記帳によりご確認ください。 

・障害者手帳による障害者福祉制度等による交通費の支給を受けることができるものについて

は、その差額分のみの助成となります。 

・この特別助成の申請は、外出した日から２年以内に申請してください。 

 ※１年分をまとめて申請することもできます。 

※添付書類が揃っていれば、郵送での申請もできます。 

・申請書が複数必要な場合は、適宜コピーしてご利用ください。 

 

ご不明な点や詳細は、こちらにお問い合わせください。 

 

高崎市福祉部障害福祉課　給付担当 

〒３７０－８５０１　高崎市高松町３５－１ 

電話：０２７－３２１－１２４５（直通） 

メール：shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp 


